
　経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
、
申
請
を
し
て
承
認
を
受
け
る
と

全
額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま

す
。　対

象
と
な
る
期
間
は
、
平
成
27
年

７
月
か
ら
平
成
28
年
６
月
ま
で
で

す
。

定
基
準
額
を
、
次
の
よ
う
に
拡
大
し

ま
す
。
（
表
２
）

※

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
軽
減
し
て

い
る
た
め
、
申
請
手
続
き
等
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得
の
申
告
を
し

な
い
と
適
用
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　平
成
27
年
度
分
の
納
税
通
知
書
は

６
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
民
健
康

保
険
を
運
営
す
る
大
切
な
財
源
と
な

り
ま
す
の
で
、
納
期
限
内
の
自
主
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　お
支
払
い
は
納
め
忘
れ
が
少
な
い

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
７
４
・
２

７
５
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平
成
27
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
世
帯
限
度
額
・

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
の
判
定
基
準
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　１
．
世
帯
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

 

平
成
27
年
度
よ
り
、
国
民
健
康
保

険
税
の
世
帯
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
（
表
１
）

　な
お
、
世
帯
限
度
額
以
外
の
国
民

健
康
保
険
税
の
税
額
・
税
率
に
つ
き

ま
し
て
は
昨
年
度
と
同
様
で
あ
り
、

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　２
．
低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
の
判
定
基
準
額
を

拡
大
し
ま
す

　国
民
健
康
保
険
税
額
・
税
率
の
変

更
に
よ
る
低
所
得
者
の
負
担
増
を
最

小
限
に
抑
え
る
た
め
、
平
成
27
年
度

分
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
世

帯
の
前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
世
帯
に
対
す
る
平
等
割
や
一
人
当

た
り
に
対
す
る
均
等
割
の
軽
減
の
判

平成26年度(改正前)

平成27年度(改正後)

増　減

２６年度
(改正前)

３３万円以下（基礎控除額） ７割軽減
均等割

平等割

均等割

平等割

均等割

平等割

５割軽減

２割軽減

３３万円（基礎控除額）＋（２４万５千円×加入者・
特定同一世帯所属者の数）以下

３３万円（基礎控除額）＋（２６万円×加入者・
特定同一世帯所属者の数）以下

３３万円（基礎控除額）＋（４５万円×加入者・
特定同一世帯所属者の数）以下

３３万円（基礎控除額）＋（４７万円×加入者・
特定同一世帯所属者の数）以下

２７年度
(改正後)

２６年度
(改正前)

２７年度
(改正後)

※　後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度を支援していくために、７５歳未満の加入者にご負担いただく支援金のことです。
※　介護納付金分とは、４０～６４歳の加入者にご負担いただく介護保険料のことです。

※　特定同一世帯所属者とは、同じ世帯において国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※　原則として、世帯の所得が上記の表により算出された金額を上回った場合、軽減の対象とはなりません。

所得割

5.60%

5.60%

-

資産割

10.00%

10.00%

-

均等割

20,400円

20,400円

-

平等割

25,000円

25,000円

-

世帯限度額

51万円

52万円

  1万円

所得割

2.20%

2.20%

-

均等割

9,900円

9,900円

-

世帯限度額

16万円

17万円

  1万円

所得割

1.80%

1.80%

-

均等割

10,000円

10,000円

-

世帯限度額

14万円

16万円

  2万円

医　療　分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

国民健康保険税の税額・税率表（表１）

世帯主、加入者および特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額 軽減割合

低所得世帯に対する軽減額（表２）

　な
お
、
過
去
２
年
（
２
年
１
か
月

前
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請

が
で
き
ま
す
の
で
、
申
請
方
法
な
ど

の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。　

　平
塚
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　☎
２
２―

１
５
１
５

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
６
８

問

７
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
度
国
民
年
金
免
除
申
請
の

受
付
が
始
ま
り
ま
す
。


